
 

「(仮称)田島中学校区小中一貫校整備工事」 工事説明会 質疑応答内容 

 

１、開催日時、場所、参加者 

令和 2 年 11 月 15 日（日）10 時 00～ 田島中学校 体育館 保護者、近隣の方など 23 名 

 

工事を発注した都市整備局及び当該工事の請負工事業者が、工事関係者紹介及び配布資

料に沿って、工事概要、工程、工事中の遵守事項の説明を行い、参加者からのご意見、ご質

問に回答した。 

 

２、質問応答 

【工事内容について】 

Q：工事に関して何かあった場合の連絡先が分からない。担当者と電話番号を教えて下さい。 

A：大阪市都市整備局企画部公共建築課、㈱メガ建築事務所及び工事業者の大勝建設㈱が窓

口です。工事が始まれば現場事務所を設置するので、その連絡先をお知らせします。 

 

Q：配布資料の「施工上やむを得ない場合のみ時間外に作業を行う場合があります」で、19

時や 20 時を過ぎることはありますか？ 

(作業時間 8:00~18:00、入退場時間 7:30~18:30) 

A：コンクリート打設日は左官工事が 18 時 30 分に終わらない場合があります。また、緊急

時は作業が時間外になる場合があります。時間外になる場合は、近隣の方々に連絡させ

ていただくことを考えています。 

 

Q：ミキサー車の待機場所は今里筋を想定していますか？今里筋はバス路線があり近隣の方

に迷惑です。 

A：中学校内の工事エリアを待機場所とし、道路での待機は行わないようにします。 

 

Q：令和 3 年 2 月と 3 月に杭打ち工事がありますが、3 年生には受験がある。教育環境は大

丈夫ですか？ 

A：生徒の安全を第一と考えており、工事の進め方については学校と調整します。 

 

Q：既設体育館の改修工事は令和 3 年 10 月から令和 4 年 3 月までとありますが、授業及び

避難場所として使えますか？ 

A：この期間のすべてで利用できないのではありません。バスケットゴール交換時など一時

的に使用出来ない期間はありますが、学校と調整し出来るだけ授業に影響のない日程で

工事を行います。また、災害時には避難場所として使用できるように対応します。 

 

 



 

Q：令和 4 年 4 月以降は工事がないと思っていました。 

A：スケジュールについて、令和 2 年 8 月に説明会をさせて頂いた際の資料でも、令和 4 年

度に教室改造工事を行う内容のものをお配りし説明させていただいています。 

 

Q：グラウンドは 4 月以降使用できるとは思えません。 

A：グラウンドは新築校舎工事完了後の令和 4 年 4 月には全面使用できる予定です。 

 

 

【その他について】（工事以外の質問は、教育委員会事務局、学校、生野区役所が回答。） 

Q：新型コロナの感染が拡大する中、工事説明会中止の要望書も出したが、なぜ説明会を開

催したのか。 

A：この間、保護者の方から要望もあり、換気や消毒液の設置など新型コロナ感染防止に配

慮しながら開催させていただきました。 

 

Q：工事説明会の案内が中学生と小学 5･6 年生の保護者にはありましたが、小学 4 年生以下

の保護者には連絡がなかったのは何故ですか？ 

A：工事期間が令和 3 年と 4 年と約 2 年間となっているので、中学生と小学 5･6 年生を対

象に工事説明会のご案内の方をさせて頂きました。教育委員会、区役所と学校が打合せ

で決めました。今回の工事説明会の資料と頂いたご意見については、田島小学校区、生

野南小学校区の保護者の方々にお知らせしたいと思います。 

 

Q：既存校舎のほぼ全部が改修対象になっていることが保護者や地域に対しては伝わってい

なかった。令和 4 年度以降も改修工事があるなら、田島小学校区及び生野南小学校区の

保護者に対して説明会を行うべきではないですか？ 

A：説明会開催の方向で検討させて頂きたいと思います。 

 

 


